
教育現場における熱中症対策について





文部科学省の主な取組

•学校における熱中症対策ガイドライン作成の手引き

（令和３年５月 環境省・文部科学省）

※気候変動適応法等の改正など踏まえ、令和６年４月に追補版を作成

•毎年２回、全国の教育委員会等に対する通知の発出

（GW前後と夏休み明け前）
※今年度も、５月８日（木）に通知を発出したところ。



主な内容

• 活動の前や活動中に暑さ指数を計測する等し、熱中症事故の危険度
の把握に努めること。

• 学校施設の空調設備を適切に活用すること。特別教室、体育館など
場所により空調の整備状況に差がある場合には、活動する場所の空
調設備の有無に合わせて活動内容を設定すること。

• 登下校時を含め、児童生徒等が自ら体調管理等を行うことができる
よう、発達段階等を踏まえながら適切に指導すること

（通気性・透湿性の悪い服装等を避ける、適切に水分・塩分を補給し休憩を
とる、

不調が感じられる場合にはためらうことなく教職員に申し出る など）

→教職員による「安全管理」のみならず、子供たち自身が自分の身を

守る「安全教育」も重要。



学校における熱中症対策の状況



学校等の管理下における熱中症の発生状況



参考資料



学校における熱中症対策ガイドライン作成の手引き（追補版）に収録する
チェックリスト
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